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米
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
制
度
と
中
国
法
へ
の
示
唆

金

洪

玉

一

は
じ
め
に

米
国
に
お
い
て
、
大
企
業
の
健
全
性
や
透
明
性
を
確
保
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
開
会
社
の
経
営
陣
、
取
締
役
会
及
び

株
主
の
三
者
の
関
係
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多（
１
）

い
。
米
国
で
は
、
各
州
の
会
社
法
上
、
執
行
機
関
と
経
営
監
督
機
関
が
取
締
役
会
に
集

中
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
、
経
営
陣
か
ら
独
立
し
た
者
に
よ
り
、
経
営
の
監
督
を
実
質
化
す
る
と
い
う
目
的
で

社
外
取
締
役
が
登
場
し
、
そ
し
て
、
独
立
性
の
あ
る
社
外
取
締
役
こ
そ
、
株
主
利
益
の
た
め
に
適
切
に
経
営
者
の
監
視
を
行
う
こ
と
を

期
待
で
き
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
要
諦
で
あ
る
と
多
く
主
張
さ
れ（
２
）

た
。
し
か
し
、
社
外
取
締
役
は
会
社
の
経
営
が
誠
実
か
つ
適
切
に
行
わ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
た
め
の
時
間
、
知
識
、
情
報
ま
た
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
十
分
に
機
能
を
発
揮

す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
、
そ
の
実
効
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
き（
３
）

た
。
し
か
し
、
米
国
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
の
上
場
会
社

の
取
締
役
会
が
過
半
数
の
独
立
し
た
社
外
取
締
役
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況（
４
）

や
、
最
近
の
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー
法

（
以
下
、
企
業
改
革
法
と
い
う
）
に
よ
る
、
監
査
委
員
会
の
委
員
は
す
べ
て
独
立
し
た
社
外
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規

定
や
、
更
に
新
し
い
上
場
規
則
案
で
は
報
酬
委
員
会
と
指
名
委
員
会
の
委
員
も
す
べ
て
社
外
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規

定
な
ど
、
社
外
取
締
役
の
役
割
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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一
方
、
中
国
で
は
上
場
会
社
に
お
け
る
粉
飾
決
算
、
虚
偽
情
報
の
開
示
な
ど
、
株
式
会
社
を
巡
る
不
祥
事
が
後
を
絶
た
な
い
中
、
諸

外
国
で
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
の
影
響
を
受
け
、
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
に
よ
り
「
上
場
会
社
に
お
け
る
社
外

取
締
役
に
関
す
る
指
導
意
見
」（
以
下
、
「
意
見
」
と
い
う
）
、
「
上
場
会
社
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
」（
以
下
、「
原

則
」
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
、
本
格
的
に
社
外
取
締
役
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（
５
）

た
。
そ
の
導
入
の
目
的
は
上
場
会
社
に
お
け

る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
改
善
し
、
上
場
会
社
の
規
範
的
な
運
営
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
（「
意
見
）
前
文
第
�
項
）。
し

か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
に
は
、
更
な
る
検
討
、
改
善
を
要
す
べ
き
点
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
と

り
わ
け
米
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
独
立
性
に
関
す
る
問
題
と
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
の
議
論
を
検
討
し
、
中
国
の
社
外
取
締
役

制
度
へ
の
若
干
の
示
唆
を
得
た
い
と
思
う
。
米
国
で
は
社
外
取
締
役
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、
長
年
の
運
営
実
績
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
社

外
取
締
役
を
め
ぐ
る
統
計
的
な
実
証
研
究
が
数
多
く
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
そ
し
て
、
中
国
で
も
今
後
こ
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
そ
の
結
果
に
も
注
目
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
社
外
取
締
役
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
、
当
該
会
社
の
経
営
陣
あ
る
い
は
従
業
員
で
は
な
い
と
い
う
形
式
的
な
意
味
で

「
社
外
性
」
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
や
そ
の
他
の
経
営
陣
か
ら
独
立
し
た
判
断
が
で
き
る
と
い
う
「
独
立
性
」
が
要

求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ（
６
）

る
。
本
稿
で
は
、
特
別
な
説
明
が
な
い
限
り
、
社
外
取
締
役
は
社
内
取
締
役
に
も
関
連
取
締
役
に
も
該

当
し
な
い
独
立
し
た
取
締
役
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
論
述
す（
７
）

る
。

二

米
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
制
度

（
一
）

米
国
の
社
外
取
締
役
に
関
す
る
制
度
の
仕
組
み

米
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
及
び
上
場
企
業
の
経
営
支
配
機
構
に
つ
い
て
議
論
す
る
際
に
は
、
判
例
は
も
ち
ろ
ん
実
定
法
と
自
律
規

論 説
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制
、
模
範
規
則
あ
る
い
は
各
種
の
報
告
書
な
ど
広
範
な
内
容
が
含
ま
れ
る
。
実
定
法
と
し
て
は
各
州
法
と
連
邦
法
が
挙
げ
ら
れ
、
自
律

規
制
と
し
て
は
、
連
邦
法
で
あ
る
証
券
法
、
証
券
取
引
所
法
の
運
用
に
携
わ
る
連
邦
証
券
取
引
委
員
会
（
以
下
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
い
う
）
の

規
則
、
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
（
以
下
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
と
い
う
）
や
ナ
ス
ダ
ッ
ク
証
券
取
引
所
（
以
下
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
と

い
う
）
の
上
場
基
準
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
則
は
事
実
上
、
実
定
法
と
同
様
の
拘
束
力
を
持
っ
て
お
り
、
州
法
と
連
邦
法
に
よ
り
網

羅
さ
れ
て
い
な
い
部
分
を
補
う
規
制
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い（
８
）

る
。
こ
の
ほ
か
に
、
拘
束
力
は
な
い
も
の
の
、
実
務
的
に
影

響
力
の
強
い
も
の
と
し
て
、
実
業
団
体
に
よ
る
各
種
の
報
告
書
等
が
あ
る
。
主
に
、
米
国
法
律
協
会
（
以
下
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
と
い
う
）
に
よ

る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
分
析
と
勧
告
（
以
下
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
原
理
と
い（
９
）

う
）、
最
大
手
二
〇
〇
社
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
組
織
さ
れ
た
ビ
ジ

ネ
ス
・
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
（B

u
sin

ess
R

ou
n

dtable

）
に
よ
り
公
表
さ
れ
る
報
告
書
、
全
米
取
締
役
協
会
（
以
下
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ
と

い
う
）
に
よ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（C

orporate
D

irector’s
G

u
ide

B
ook

）、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た
ブ
ル
ー
・
リ

ボ
ン
・
コ
ッ
ミ
テ
ィ
（B

lu
e

R
ibbon

C
om

m
ittee

）
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
、
機
関
投
資
家
評
議
会
（C

ou
n

cil
of

In
stitu

tion
al

In
vestors

）
や
各
機
関
投
資
家
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
、
広
範
囲
に
及
ぶ
も
の
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に

影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
新
し
い
法
律
と
し
て
二
〇
〇
二
年
七
月
三
〇
日
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
署
名
を
も
っ
て
成
立
さ
れ
た

企
業
改
革（
１０
）

法
に
も
社
外
取
締
役
に
つ
い
て
の
規
定
が
含
ま
れ
る
。
企
業
改
革
法
の
下
で
、
取
り
組
ま
れ
て
い
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
案
や
Ｎ
Ｙ

Ｓ
Ｅ
新
上
場
規
則
案
や
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
新
上
場
規
則
案（
１１
）

等
も
本
稿
の
検
討
の
対
象
で
あ
る
。

（
二
）

社
外
取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
機
能

ま
ず
、
実
証
分
析
の
結
果
か
ら
得
る
経
験
的
な
示
唆
と
は
別
に
、
理
論
的
な
構
成
か
ら
み
て
、
社
外
取
締
役
は
ど
の
よ
う
な
役
割
が

期
待
さ
れ
う
る
の
か
。
社
外
取
締
役
に
は
、
経
営
陣
か
ら
独
立
し
た
立
場
か
ら
業
務
執
行
を
監
督
・
牽
制
す
る
こ
と
、
経
営
陣
の
経
営

計
画
に
対
す
る
客
観
的
な
立
場
か
ら
の
検
討
、
評
価
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
は
社
内
取
締
役
に
は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き

米国における社外取締役制度と中国法への示唆
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な
い
と
い
う
点
で
、
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
部
分
で
あ（
１２
）

る
。
そ
し
て
、
社
外
取
締
役
は
意
思
決
定
の
専
門
家
と
し
て
、
自
身
の
評
判
を

獲
得
す
る
動
機
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
株
主
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
監
視
機
能
を
忠
実
に
履
行
す（
１３
）

る
。
つ
ま
り
、
取
締
役
は
取
締

役
と
い
う
職
業
市
場
の
な
か
で
自
己
の
商
品
価
値
を
高
め
る
た
め
に
現
在
の
会
社
の
監
視
機
能
を
忠
実
に
遂
行
す
る
動
機
が
あ
る
と
さ

れ（
１４
）

る
。
更
に
は
、
社
外
取
締
役
は
会
社
が
危
機
に
陥
い
た
と
き
に
有
用
で
重
要
な
役
割
を
遂
行
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
。
会
社
が
危

機
に
直
面
し
た
場
合
に
は
、
社
外
取
締
役
が
積
極
的
に
経
営
陣
を
交
替
さ
せ
、
最
高
経
営
者
の
引
退
や
死
亡
時
に
は
彼
ら
の
役
割
を
代

替
す
る
な
ど
、
会
社
の
非
常
事
態
を
克
服
す
る
た
め
に
臨
機
応
変
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き（
１５
）

る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
期
待
に
対
し

て
、
現
実
的
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
現
れ
て
い
る
の
か
、
以
下
で
は
米
国
の
実
証
分
析
を
中
心
に
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た

（
１６
）

い
。（

三
）

米
国
に
お
け
る
実
証
分
析

１
、
取
締
役
会
の
構
成
と
経
営
業
績
と
の
関
係

（
１
）

H
erm

alin

とW
eisbach

の
研
究

こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
会
社
の
経
営
成
果
が
よ
く
な
い
場
合
に
は
、
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会
に
追
加
さ
れ
、
社
内
取
締
役
が
取
締

役
会
を
離
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い（
１７
）

う
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
業
績
が
良
く
な
い
の
は
経
営
陣
の
能
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、

よ
っ
て
経
営
陣
を
監
督
す
る
た
め
に
取
締
役
会
に
社
外
取
締
役
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
研
究
で
は
経

営
陣
の
監
督
と
社
外
取
締
役
の
間
に
は
肯
定
的
な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ（
１８
）

る
。

（
２
）

R
osen

stein

とW
yatt

の
研
究

こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
社
外
取
締
役
の
選
任
発
表
当
日
と
前
日
の
株
価
の
変
動
を
み
る
と
、
社
外
取
締
役
の
選
任
と
株
価
の
間
に
関

係
が
あ
る
上
に
、
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
前
に
す
で
に
取
締
役
会
が
多
数
の
社
外
取
締
役
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、

論 説
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社
外
取
締
役
の
選
任
に
は
肯
定
的
な
影
響
が
あ
る
と
結
論
付
け
て
い（
１９
）

る
。
つ
ま
り
、
事
実
上
、
社
外
取
締
役
が
経
営
陣
に
よ
り
選
任
さ

れ
て
い
る
に
し
て
も
、
社
外
取
締
役
が
追
加
的
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
は
株
主
の
利
益
と
な
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い

（
２０
）

る
。（

３
）

B
aysin

ger

とB
u

tler

の
研
究

こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
他
の
条
件
が
一
致
す
る
場
合
、
一
九
七
〇
年
代
初
期
に
相
対
的
に
よ
り
多
く
の
社
外
取
締
役
を
も
つ
会
社
が

そ
う
で
な
い
会
社
よ
り
一
九
七
〇
年
代
末
に
も
っ
と
良
い
財
政
的
な
成
果
を
収
め
た
と
い（
２１
）

う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
独
立
し
た
社

外
取
締
役
の
比
率
と
財
政
的
な
成
果
の
間
に
は
相
互
関
係
が
継
続
的
に
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
取
締
役
会
が
た
だ
経
営
陣
の
裁
量
を

超
え
た
行
為
を
統
制
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
研
究
の
指
摘
で
あ（
２２
）

る
。
ま
た
、
独
立
し
た
社
外
取
締
役
が
取

締
役
会
の
三
〇
％
を
占
め
る
場
合
に
、
会
社
の
業
績
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
比
率
を
超
え
る
場
合
に
は
、
独
立
し
た

社
外
取
締
役
の
追
加
は
財
政
的
な
成
果
を
減
少
さ
せ
る
と
い（
２３
）

う
。

（
４
）

M
acavoy

等
の
研
究

こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
会
の
構
成
は
業
績
に
い
か
な
る
影
響
も
与
え
な
い
し
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
が
提
案
す
る
よ
う
な
取
締
役
会
を
構

成
し
て
い
る
会
社
と
そ
う
で
な
い
会
社
と
で
は
重
要
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、

多
数
の
社
外
取
締
役
の
存
在
や
監
査
、
指
名
、
報
酬
委
員
会
の
設
置
が
法
の
遵
守
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
と
い（
２４
）

う
。

（
５
）

S
an

jaiB
h

agat

とB
ern

ark
B

lack

の
研
究

彼
ら
の
研
究
で
は
、
収
益
性
の
低
い
会
社
が
取
締
役
会
に
社
外
取
締
役
を
増
や
し
て
対
応
し
て
い
る
が
、
こ
の
戦
略
の
成
功
を
示
す

証
拠
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
適
度
の
数
の
内
部
取
締
役（
例
え
ば
、
一
一
名
の
取
締
役
の
う
ち
三
名
か
ら
五
名
の
内
部
取
締
役
）

を
有
す
る
会
社
で
は
、
大
き
な
収
益
に
連
動
す
る
と
い
う
証
拠
が
あ
る
と
い
う
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
ほ
か
は
す
べ
て
社
外
取
締
役
か
ら
な
る
ボ
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ー
ド
に
関
し
て
は
、
会
社
の
業
績
と
殆
ど
無
関
係
で
あ
り
、
ボ
ー
ド
の
サ
イ
ズ
は
会
社
の
業
績
と
連
動
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
否
定
的

な
影
響
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
他
の
国
が
米
国
型
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
を
採
用
す
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
こ
と
に
は
も

っ
と
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す（
２５
）

る
。

２
、
社
長
の
交
替
と
社
外
取
締
役
と
の
関
係

W
eisbach

は
社
外
取
締
役
が
支
配
す
る
取
締
役
会
の
会
社
は
、
社
外
取
締
役
が
支
配
し
な
い
取
締
役
会
よ
り
社
長
を
交
替
す
る
傾

向
が
あ
る
と
主
張（
２６
）

し
、
社
外
取
締
役
が
支
配
的
な
取
締
役
会
は
、
能
力
の
な
い
社
長
を
交
替
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
の
価
値
を
向
上

さ
せ
る
と
指
摘
す（
２７
）

る
。
更
に
、S

an
jai

B
h

agat

とB
ern

ark
B

lack

は
、
経
営
不
振
の
会
社
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
更
迭
に
関

し
、
独
立
し
た
取
締
役
会
は
そ
う
で
な
い
取
締
役
会
に
比
べ
て
迅
速
に
行
為
を
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い（
２８
）

う
。

３
、
給
与
体
制
と
社
外
取
締
役
と
の
関
係

M
eh

ran

は
、
社
外
取
締
役
が
多
い
会
社
は
、
株
式
を
基
礎
と
す
る
業
績
連
動
型
の
役
員
給
与
体
制
を
よ
り
高
い
比
率
で
採
用
し
て

い
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
い（
２９
）

う
。
社
外
取
締
役
が
業
績
連
動
型
の
給
与
体
制
を
採
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
主
に
も
っ
と
高
い
利
益

を
与
え
る
と
し
、
社
外
取
締
役
は
給
与
体
制
の
決
定
を
通
じ
て
株
主
の
利
益
を
向
上
さ
せ
る
と
い（
３０
）

う
。
一
方
、S

an
jai

B
h

agat

と

B
ern

ark
B

lack

は
、
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
他
の
会
社
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
就
任
し
て
い
る
例
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
取
締
役
会
は

概
し
て
当
該
会
社
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
報
酬
に
寛
大
で
あ
る
と
の
調
査
結
果
を
報
告
し
て
い（
３１
）

る
。

４
、
特
権
（perqu

isite

）
の
乱
用
と
の
関
係

B
rickley

とC
h

ristoph
er

の
研
究
で
は
、
銀
行
の
経
営
陣
を
懲
戒
す
る
会
社
支
配
権
市
場
が
な
い
場
合
（
商
業
銀
行
の
支
配
権

獲
得
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
州
）、
経
営
陣
の
給
与
と
の
関
係
を
分
析
し
、
社
外
取
締
役
の
比
率
と
経
営
陣
の
特
権
の
乱
用
と
は
マ
イ
ナ

ス
の
関
係
に
あ（
３２
）

り
、
社
外
取
締
役
が
経
営
陣
に
よ
る
特
権
の
利
用
を
減
少
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
た
め
、
社
外
取
締
役
は
単
純
な
飾
り
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で
は
な
い
と
主
張
す（
３３
）

る
。

５
、
会
社
支
配
権
と
の
関
係

B
yrd

とH
ickm

an

は
、
公
開
買
付
申
請
に
関
す
る
株
主
の
利
益
に
つ
い
て
、
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会
の
構
成
員
と
し
て
過
半

数
で
あ
る
場
合
、
会
社
の
支
配
権
に
対
す
る
競
争
に
対
し
て
株
主
の
利
益
を
代
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
付
け
て
い（
３４
）

る
。
し
か
し
、

社
外
取
締
役
が
六
〇
％
を
超
え
る
場
合
に
は
否
定
的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
会
社
の
取
締
役
会
は
多
様
な
機
能
が
要
求
さ
れ
、
経

営
陣
の
監
督
と
い
っ
た
一
つ
の
分
野
で
の
専
門
的
な
技
術
（expertise

）
を
強
調
す
れ
ば
取
締
役
会
の
総
体
的
な
効
率
性
は
低
下
す

る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。B

rickley

等
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ポ
イ
ズ
ン
・
ピ
ル
（poison

pill

）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
会

社
支
配
権
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
会
社
が
支
払
う
べ
き
価
格
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
株
主
の
利
益
と
な
り
う
る
が
、
こ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
過
半
数
の
社
外
取
締
役
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
す（
３５
）

る
。
こ
の
結
果
は
、
会
社
の
支
配
権
の
競
争
に
関
し

て
社
外
取
締
役
は
株
主
の
利
益
を
代
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
と
一
致
す
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。K

osn
ik

は
、
グ
リ
ー

ン
メ
ー
ル
の
利
用
が
株
主
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
前
提
に
、
社
外
取
締
役
と
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
た
。
こ
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
グ
リ
ー
ン
メ
ー
ル
を
拒
否
し
た
取
締
役
会
の
社
外
取
締
役
の
比
率
及
び
他
の
会
社
の
経
営
陣
と
し
て
の
社
外
取
締
役
の
比
率
は

高
い
が
、
グ
リ
ー
ン
メ
ー
ル
を
利
用
し
た
会
社
の
取
締
役
会
は
経
営
陣
の
家
族
構
成
員
と
し
て
の
社
外
取
締
役
、
及
び
役
員
の
持
ち
合

い
に
よ
る
社
外
取
締
役
の
比
率
が
高
い
と
指
摘
し
て
い（
３６
）

る
。

６
、
株
主
訴
訟
と
の
関
係

K
esn

er

とJoh
n

son

は
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
取
締
役
会
は
、
そ
う
で
な
い
取
締
役
会
に
対
し
て
社
内
取
締
役
の
比
率
が
高
く
、
Ｃ

Ｅ
Ｏ
が
取
締
役
会
会
長
を
兼
任
す
る
と
き
に
こ
の
傾
向
が
顕
著
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
取
締
役
会
の
構
成
と
実
際
の
判
決
と
は
関
係
が

な
い
が
、
社
内
取
締
役
の
比
率
が
少
な
い
ほ
ど
、
会
社
が
株
主
に
よ
る
訴
訟
を
提
起
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
結
論
付
け
て
い
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（
３７
）

る
。
一
方
、R

om
an

o

の
研
究
に
よ
る
と
、
株
主
に
よ
り
訴
訟
を
提
起
さ
れ
た
会
社
は
そ
う
で
な
い
会
社
よ
り
社
外
取
締
役
の
比
率

は
低
い
が
、
そ
の
差
異
は
重
要
で
は
な
い
（
四
七
・
三
％
と
四
八
・
三
％
）
と
し
、
取
締
役
会
の
構
成
と
株
主
の
訴
訟
と
は
統
計
的
に

は
重
要
な
関
係
が
な
い
と
指
摘
す（
３８
）

る
。

以
上
の
よ
う
に
、
社
外
取
締
役
と
会
社
運
営
の
関
係
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
実
証
分
析
を
見
て
き
た
が
、
結
果
は
単
純
な
も
の
で
は

な
く
、
特
に
取
締
役
会
の
構
成
と
業
績
と
の
間
で
は
研
究
者
に
よ
っ
て
相
反
す
る
結
果
が
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か（
３９
）

る
。
経
験
的
な
研
究

の
成
果
が
ま
だ
一
致
し
て
い
な
い
た
め
、
実
証
分
析
か
ら
社
外
取
締
役
の
影
響
力
を
評
価
す
る
に
は
難
し
い
問
題
が
あ
り
、
社
外
取
締

役
制
度
に
つ
い
て
の
批
判
の
根
拠
と
な
っ
て
い（
４０
）

る
。
一
方
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
革
は
会
社
の
収
益
性
を
高
め
る
要
因

と
し
て
は
弱
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
、
計
量
経
済
学
的
評
価
に
対
し
て
疑
問
の
声
も
あ（
４１
）

る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化

を
評
価
す
る
作
業
は
、
変
数
が
多
過
ぎ
て
調
査
が
困
難
で
あ
り
、
変
革
の
効
果
が
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
と
の
指

摘
も
あ（
４２
）

る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
経
済
学
的
な
評
価
だ
け
に
根
拠
を
求
め
、
社
外
取
締
役
制
度
の
役
割
や
機
能
に
つ
い
て
肯
定
し
、
あ

る
い
は
悲
観
論
を
持
ち
出
す
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
米
国
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
に
社
外
取
締
役
制
度
の
導
入
に
よ

る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
善
を
試
み
る
諸
外
国
で
の
実
証
分
析
に
も
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ（
４３
）

う
。

（
四
）

社
外
取
締
役
の
「
独
立
性
」

米
国
で
社
外
取
締
役
が
発
展
し
て
き
た
要
因
の
一
つ
が
、
執
行
機
関
と
経
営
監
督
機
関
が
取
締
役
会
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
を
是
正
す
る
た
め
に
経
営
陣
か
ら
独
立
し
た
社
外
取
締
役
を
選
任
し
て
経
営
の
監
督
を
実
質
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
外
取
締
役
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
も
っ
と
も
重
要
な
要
件
と
な
る
の

が
、
社
外
取
締
役
の
独
立
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
米
国
で
は
、
ど
の
よ
う
な
取
締
役
が
独
立
し
た
社
外
取
締
役
で
あ
る
の
か
、
そ
の
独

立
性
の
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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１
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
原
理

Ａ
Ｌ
Ｉ
で
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
当
該
会
社
と
の
特
定
の
取
引
に
つ
い
て
重
要
な
経
済
的
な
利
害
関
係

を
有
す
る
取
締
役
、
ま
た
は
当
該
会
社
と
経
済
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
関
係
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
判
断
が
影
響
さ
れ

る
可
能
性
の
あ
る
取
締
役
を
利
害
関
係
の
有
す
る
者
と
見
な
し
て
い（
４４
）

る
。
ま
た
、
経
営
陣
と
重
要
な
関
係
に
あ
る
取
締
役
と
そ
う
で
な

い
取
締
役
を
区
別
し
て
い
る
。

２
、
機
関
投
資
家
協
議
会

機
関
投
資
家
協
議
会
で
は
次
の
よ
う
な
取
締
役
を
独
立
し
て
い
な
い
と
見
て
い（
４５
）

る
。
一
つ
は
、
当
該
会
社
ま
た
は
そ
の
子
会
社
の
一

つ
か
ら
重
要
な
援
助
を
受
け
て
い
る
基
金
あ
る
い
は
大
学
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
当
該
会
社
の
最
高
経
営
責
任

者
ま
た
は
そ
の
他
の
上
級
役
員
が
そ
の
取
締
役
を
雇
用
す
る
別
の
会
社
の
取
締
役
会
に
従
事
す
る
関
連
企
業
の
取
締
役
会
の
構
成
員
で

あ
る
者
で
あ
る
。

３
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル

ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
は
、
独
立
性
の
厳
格
な
定
義
を
断
念
し
、
次
の
よ
う
な
、
よ
り
主
観
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
。

社
外
取
締
役
の
独
立
性
の
程
度
は
多
く
の
要
因
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
。
ま
ず
、
当
該
会
社
と
取
締
役
と
の
個
人
的
な
関
係
や
取
締
役

と
の
取
引
関
係
、
ま
た
は
経
営
陣
と
取
締
役
と
の
取
引
、
あ
る
い
は
個
人
的
な
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
取
締
役
ま
た
は
取
締
役
が
利

害
関
係
を
有
す
る
会
社
が
当
該
会
社
に
対
し
て
法
的
、
顧
問
的
、
会
計
的
ま
た
は
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
、
ま
た
は
取
締
役

が
当
該
会
社
の
顧
客
、
供
給
業
者
ま
た
は
取
引
関
係
者
と
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
、
ま
た
は
以
前
当
該
会
社
の

従
業
員
ま
た
は
役
員
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
関
係
が
取
締
役
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
独
立
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と

考
え
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
取
締
役
会
は
、
形
式
的
な
基
準
の
適
用
よ
り
も
取
締
役
の
個
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人
的
な
事
情
に
基
づ
く
そ
の
独
立
性
に
関
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な（
４６
）

る
。

４
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ

ブ
ル
ー
・
リ
ボ
ン
・
コ
ッ
ミ
テ
ィ
ー
の
提
言
を
受
け
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
は
、
独
立
の
取
締
役
と
は
、
執
行
役
員
、
従
業
員
、
そ
の
他
独
立

し
た
判
断
を
妨
げ
る
と
取
締
役
会
が
認
め
る
関
係
を
会
社
と
の
間
に
持
つ
者
以
外
の
者
を
い
う
、
と
以
前
か
ら
定
義
し
て
い
た
が
、
規

則
改
正
に
よ
っ
て
、
独
立
性
の
妨
げ
と
な
る
と
み
な
さ
れ
る
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
具
体
的
に
規
定
し
、
定
義
を
明
確
化
し
た
。
�
本

年
度
ま
た
は
過
去
三
年
間
に
会
社
ま
た
は
関
係
会
社
に
雇
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
取
締
役
、
�
会
社
か
ら
昨
年
度
中
に
、
取
締
役
会
の

業
務
に
対
す
る
報
酬
、
課
税
上
的
確
な
退
職
プ
ラ
ン
お
よ
び
会
社
に
よ
る
裁
量
の
余
地
が
な
い
報
酬
を
除
い
て
、
六
万
ド
ル
を
超
え
る

報
酬
を
受
領
し
た
取
締
役
、
�
現
在
ま
た
は
過
去
三
年
間
に
、
会
社
ま
た
は
関
係
会
社
に
執
行
役
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る

者
と
直
接
家
族
関
係
に
あ
る
取
締
役
、
�
過
去
三
年
以
内
に
会
社
ま
た
は
当
該
営
利
団
体
の
い
ず
れ
か
の
連
結
総
収
入
の
五
％
、
ま
た

は
二
〇
万
ド
ル
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
大
き
い
方
の
額
を
超
え
る
支
払
い
（
も
っ
ぱ
ら
当
該
会
社
株
式
へ
の
投
資
に
基
づ
く
支
払
い
を

除
く
）
を
会
社
か
ら
受
け
、
も
し
く
は
会
社
に
対
し
て
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
営
利
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
支
配
株
主
、
ま
た
は
執
行
役

員
で
あ
っ
た
こ
と
の
あ
る
取
締
役
、
�
会
社
の
執
行
役
員
の
い
ず
れ
か
が
他
の
会
社
の
報
酬
委
員
会
に
務
め
る
場
合
、
当
該
ほ
か
の
会

社
の
執
行
役
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
取
締
役
（
つ
ま
り
、
会
社
間
で
役
員
の
持
合
関
係
に
あ
る
ケ
ー
（
４７
）

ス
）。

５
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
と
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
の
新
上
場
規
則
案

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
は
、
あ
る
取
締
役
が
社
外
取
締
役
と
み
な
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
取
締
役
は
そ
の
上
場
会
社
と
の
間
に
重
要
な
関
係
（
直
接

の
関
係
あ
る
い
は
当
該
会
社
と
関
係
の
あ
る
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
・
株
主
・
役
員
と
し
て
の
関
係
）
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
決
定
が
、

取
締
役
会
に
よ
り
積
極
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
五
年
間
の
冷
却
（coolin

g-off

）
期
間
が
経
過
し
て
い

な
い
元
従
業
員
、
監
査
人
関
係
者
、
特
定
の
取
締
役
・
役
員
持
合
関
係
に
あ
る
者
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
家
族
等
は
社
外
取
締
役
に
な
る
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こ
と
が
で
き
な
い
と
具
体
的
な
要
件
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
重
要
な
関
係
に
は
商
業
、
産
業
、
金
融
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、

法
務
、
会
計
、
慈
善
事
業
、
家
族
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
含
ま
れ（
４８
）

る
。
一
方
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
で
は
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
よ
う
な
取
締
役

会
に
よ
る
独
立
性
の
判
断
責
任
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、
以
下
に
該
当
す
る
者
は
そ
れ
ら
の
関
係
終
了
後
三
年
間
の
冷
却
期
間
が
経
過

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
対
象
会
社
の
上
級
役
員
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
報
酬
委
員
会
を
設
置
す
る
ほ
か
の
法
人

の
上
級
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
（
役
員
持
合
関
係
）、
取
締
役
と
し
て
の
報
酬
以
外
に
本
人
も
し
く
は
そ
の
家
族
が
六
万
ド
ル
超
を
受
領

し
た
こ
と
、
ま
た
は
対
象
会
社
の
監
査
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
で
あ（
４９
）

る
。

６
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
案

企
業
改
革
法
三
〇
一
条
は
、
監
査
委
員
会
メ
ン
バ
ー
全
員
が
社
外
取
締
役
で
構
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
な
ど
、
監
査
委
員
会
の
独
立
性

確
保
に
関
し
て
厳
し
い
基
準
を
定
め
、
同
条
お
よ
び
そ
の
下
に
お
け
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
に
反
す
る
公
開
企
業
に
つ
き
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
や
Ｎ
Ａ
Ｓ

Ｄ
Ａ
Ｑ
等
の
市
場
か
ら
の
退
出
を
強
制
す
る
と
い
う
厳
し
い
事
前
予
防
的
規
制
を
定
め
て
い（
５０
）

る
。
同
条
の
内
容
を
具
体
化
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ

規
則
案
（R

u
le

10
A

-3

）
で
は
、
監
査
委
員
会
構
成
員
全
員
の
資
格
要
件
と
さ
れ
る
独
立
性
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
会
の
構
成
員
は

監
査
委
員
会
そ
の
他
の
委
員
会
構
成
員
と
し
て
ま
た
は
取
締
役
と
し
て
の
資
格
に
お
け
る
報
酬
以
外
の
報
酬
を
、
直
接
・
間
接
を
問
わ

ず
会
社
か
ら
得
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
独
立
性
を
判
定
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
家
族
関
係
お
よ
び
取
引
関
係
の

う
ち
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
関
係
に
着
目
し
た
独
立
性
喪
失
事
由
が
規
定
さ
れ
た
。
間
接
的
に
受
領
し
た
と
看
做

さ
れ
る
報
酬
に
は
�
配
偶
者
、
未
成
年
の
子
も
し
く
は
養
子
が
受
領
す
る
支
払
い
、
�
当
該
監
査
委
員
会
構
成
員
が
パ
ー
ト
ナ
ー
、
メ

ン
バ
ー
、
プ
リ
ン
シ
パ
ル
ま
た
は
こ
れ
に
類
似
の
地
位
に
あ
り
、
発
行
会
社
に
対
し
て
会
計
、
監
査
、
法
務
、
投
資
銀
行
業
務
、
財
務

も
し
く
は
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
業
務
ま
た
は
こ
れ
に
類
似
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
団
体
が
受
領
す
る
報
酬
等
が
含
ま
れ
る
と
す
る
の
み
で
あ

（
５１
）

る
。
つ
ま
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
案
は
前
述
の
と
お
り
、
家
族
関
係
お
よ
び
取
引
関
係
の
う
ち
の
「
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
等
提
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供
関
係
」
以
外
の
雇
用
関
係
、
役
員
持
合
関
係
に
着
目
し
た
独
立
性
喪
失
事
由
を
規
定
し
て
い
な
い
。

７
、
実
務
の
対
応

社
外
取
締
役
を
廻
る
規
制
に
対
す
る
米
国
企
業
の
対
応
と
し
て
は
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
七
日
に
企
業
統
治
に
関
す
る
抜
本
的
な
改

革
を
発
表
し
た
Ｇ
Ｅ
社
（G

en
eral

E
lectric

）
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｇ
Ｅ
の
改
革
案
で
は
、
�
社
内
的
に
「
独
立
」
取
締
役
と
認

定
す
る
た
め
の
基
準
を
企
業
改
革
法
三
〇
一
条
の
所
定
の
基
準
や
二
〇
〇
二
年
八
月
に
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
や
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ

Ａ
Ｑ
の
上
場
基
準
改
正
案
の
基
準
よ
り
も
更
に
厳
格
化
し
、
総
売
上
の
う
ち
の
Ｇ
Ｅ
に
対
す
る
売
り
上
げ
及
び
総
購
買
高
の
う
ち
の
Ｇ

Ｅ
か
ら
の
購
買
の
割
合
が
い
ず
れ
も
一
％
未
満
で
な
い
限
り
「
独
立
」
取
締
役
に
は
該
当
し
な
い
等
と
定
め
、
か
か
る
基
準
に
該
当
し

な
い
社
外
取
締
役
二
名
が
取
締
役
を
退
任
す
る
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
�
全
取
締
役
の
三
分
の
二
を
そ
の
よ
う
な
厳
格
な
基
準
の
下
で

の
社
外
取
締
役
と
す
る
こ
と
を
企
業
目
標
と
し
て
設
定
し
、
�
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
務
め
る
取
締
役
は
二
社
、
監
査
委
員
会
委
員
長
を
務
め
る
取

締
役
は
一
社
な
ど
、
取
締
役
を
兼
任
で
き
る
Ｇ
Ｅ
以
外
の
上
場
企
業
の
数
を
制
限
す
る
旨
を
定
め
、
�
経
営
陣
の
参
加
し
な
い
社
外
取

締
役
会
議
を
年
間
最
低
三
回
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
か
か
る
会
議
の
統
括
取
締
役
（P

residin
g

D
irector

）
を
報
酬
委
員
会
委
員
長

が
勤
め
る
、
等
と
し
て
い（
５２
）

る
。

８
、
小
括

以
上
、
社
外
取
締
役
の
独
立
性
に
関
す
る
規
定
を
み
て
き
た
が
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
、
機
関
投
資
家
協
議
会
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ

ル
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
各
上
場
基
準
案
等
の
規
則
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
独
立
性
の
妨
げ
と
な
る
と
み
な
さ
れ
る
関
係
を
冷
却

期
間
の
年
数
、
報
酬
金
額
の
上
限
、
家
族
関
係
、
役
員
持
合
関
係
、
雇
用
関
係
、
取
引
関
係
な
ど
、
具
体
的
に
上
限
の
数
値
を
挙
げ
な

が
ら
規
定
し
、
そ
の
定
義
が
よ
り
明
確
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
会
は
責
任
を
も
っ
て
こ
れ
ら

の
よ
り
明
確
的
な
判
断
基
準
の
下
で
、
社
外
取
締
役
の
独
立
性
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
基
準
に
従
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っ
て
社
外
取
締
役
の
独
立
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
米
国
の
実
務
で
は
会
社
の
定
款
に
よ
り
社

外
取
締
役
の
独
立
性
の
要
件
を
上
場
基
準
よ
り
も
厳
格
に
規
定
す
る
な
ど
、
独
立
性
の
確
保
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
善

に
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
会
社
側
の
取
り
組
み
は
中
国
の
実
務
に
も
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）

委
員
会
の
運
営
と
社
外
取
締
役

米
国
の
委
員
会
制
度
の
前
提
と
し
て
あ
る
の
が
取
締
役
会
の
機
能
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
で
あ
る
。
同
モ
デ

ル
に
お
い
て
は
、
執
行
と
経
営
が
分
離
さ
れ
、
業
務
執
行
に
関
す
る
意
思
決
定
の
大
部
分
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
中
心
と
し
た
上
級
執
行
役
員

に
よ
り
行
わ
れ
、
取
締
役
会
は
そ
の
大
多
数
が
社
外
取
締
役
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
取
締
役
会
の
主
な
役
割
は
執
行
役
員
に
よ
る
業
務
執

行
の
監
督
と
い
う
経
営
監
督
機
能
と
な
っ
て
い（
５３
）

る
。
委
員
会
制
度
は
取
締
役
会
の
経
営
監
督
機
能
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
用
い

ら
れ（
５４
）

る
。
今
日
、
取
締
役
会
の
主
要
な
業
務
は
社
外
取
締
役
を
中
心
と
す
る
各
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
公
開

会
社
の
大
半
は
監
査
委
員
会
、
報
酬
委
員
会
、
指
名
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
の
活
動
を
通
じ
て
取
締
役
会
に

よ
る
経
営
の
監
視
・
監
督
の
実
現
が
期
待
さ
れ
て
い（
５５
）

る
。
各
州
の
会
社
法
に
は
具
体
的
な
委
員
会
設
置
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、
取
締

役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
取
締
役
会
の
権
限
を
委
員
会
に
委
託
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す（
５６
）

る
。
委
員
会
の
構
成
員
数
や
業
務
も

各
会
社
の
規
模
や
事
業
内
容
の
特
性
等
に
よ
っ
て
異
な
る
。
一
九
七
七
年
以
降
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
上
場
規
定
よ
り
監
査
委
員
会
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
、
そ
の
構
成
員
は
経
営
陣
か
ら
独
立
し
た
取
締
役
の
み
と
し
て
い
る
。
Ａ
Ｌ
Ｉ
原
理
に
お
い
て
は
、
監
査
委
員
会
は
社

外
取
締
役
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
財
務
諸
表
の
作
成
過
程
お
よ
び
内
部
統
制
の
審
査
、
外
部
会
計
監
査
人
の
独
立
性
の
定
期
的
な

審
査
等
を
そ
の
職
務
と
す（
５７
）

る
。
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
で
も
監
査
委
員
会
の
設
置
を
要
求
し
、
更
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
で
は
監
査
委
員
会
に
関
す
る

情
報
公
開
を
強
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
報
告
書
は
、
監
査
委
員
会
を
含
め
て
三
種
類
の
取
締
役
会
内

部
委
員
会
の
重
要
性
を
強
調
し
、
監
査
委
員
会
は
す
べ
て
非
経
営
陣
か
ら
構
成
さ
れ
る
べ
き
と
結
論
付
け
、
取
締
役
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や

米国における社外取締役制度と中国法への示唆

（阪大法学）５３（５―１０１）１１７５〔２００４．１〕



監
督
委
員
会
報
告
書
（report

on
overview

com
m

ittees

）
で
も
取
締
役
会
内
部
委
員
会
の
重
要
性
と
監
査
委
員
会
の
経
営
陣
か

ら
の
独
立
性
を
強
化
し
て
い
る
。
あ
る
調
査
に
よ
る
と
上
場
会
社
の
う
ち
一
〇
〇
％
の
会
社
が
監
査
委
員
会
、
九
九
％
の
会
社
が
報
酬

委
員
会
、
七
四
％
の
会
社
が
指
名
委
員
会
を
持
っ
て
い（
５８
）

る
。

委
員
会
を
設
置
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
実
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い（
５９
）

る
。
第
一
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
含
む
上
級
執
行
委
員
の
指
名
、
財
務

諸
表
作
成
の
監
視
及
び
内
部
統
制
体
制
の
確
立
及
び
運
営
の
監
督
、
取
締
役
・
執
行
役
員
の
報
酬
の
決
定
等
、
非
常
に
広
範
囲
に
わ
た

る
取
締
役
会
の
権
限
事
項
は
、
こ
れ
を
取
締
役
会
で
議
論
し
意
思
決
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
取
締
役
の
一
部
で
構
成
さ
れ
た

専
門
委
員
会
に
委
任
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
検
討
さ
せ
る
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
委
員
会
を
主
に
社
外
か
ら
選
任
し
た
独

立
し
た
取
締
役
で
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
要
事
項
を
経
営
陣
か
ら
独
立
し
た
立
場
か
ら
論
議
し
、
公
正
な
決
定
を
す
る
の
が
可

能
で
あ
る
。
以
下
で
は
米
国
の
監
査
委
員
会
、
指
名
委
員
会
、
報
酬
委
員
会
に
つ
い
て
、
最
近
の
改
正
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
そ
の
権

限
と
役
割
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

１
、
監
査
委
員
会

エ
ン
ロ
ン
の
経
営
破
綻
以
来
、
重
要
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
大
規
模
上
場
会
社
の
不
正
な
財
務
報
告
問
題
に
対
す
る
法
制
上
の

対
応
と
し
て
制
定
さ
れ
た
企
業
改
革
法
で
は
、
監
査
委
員
会
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
�
監
査
委
員
会
は
、
登
録
会
計

事
務
所
の
選
任
、
報
酬
お
よ
び
業
務
監
督
に
関
し
て
直
接
責
任
を
負
う
。
ま
た
、
登
録
会
計
事
務
所
は
監
査
委
員
会
に
対
し
直
接
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�
監
査
委
員
会
は
、
会
社
が
会
計
、
内
部
統
制
ま
た
は
監
査
上
の
問
題
に
関
し
て
受
理
し
た
苦
情
の
取
り
扱

い
、
な
ら
び
に
、
会
計
お
よ
び
監
査
上
の
問
題
点
に
関
す
る
従
業
員
の
内
部
告
発
制
度
に
関
す
る
手
続
き
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
監
査
委
員
会
は
、
職
務
遂
行
上
必
要
な
場
合
に
は
、
独
立
弁
護
士
そ
の
他
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
公
開
会
社
は
監
査
委
員
会
に
対
し
て
十
分
な
財
源
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
企
業
改
革
法
は
監
査
委
員
会
を
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会
社
内
に
お
け
る
会
計
お
よ
び
監
査
全
般
に
わ
た
る
監
視
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
不
正
な
財
務
報
告
問
題
に
あ
た
っ
て
は
、

利
益
の
調
整
を
も
含
む
広
範
な
不
正
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
会
社
内
部
に
お
け
る
監
視
機
能

が
有
効
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
企
業
改
革
法
で
は
、
会
社
内
に
あ
っ
て
、
監
査
委
員
会
こ
そ
が
、
そ
う
し
た
不
正
の

防
止
・
摘
発
に
向
け
て
の
役
割
を
担
う
べ
き
立
場
に
あ
る
と
の
理
解
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
開
会
社
が
上
記
の
規
定
に
違

反
し
た
場
合
、
上
場
禁
止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
会
社
側
に
は
企
業
改
革
法
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
是
正
措
置

を
講
じ
る
機
会
を
付
与
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
、
監
査
委
員
会
に
期
待
さ
れ
て
い
た
役
割
な
い
し
機
能
と
し
て
は
、
内
部
監
査
部
門
に
対
す
る
指
揮
、
命
令
、
及
び
監

督
と
並
ん
で
、
外
部
監
査
人
と
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
不
正
な
財
務
報
告
を
抑
制
す
る
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
を
は
じ
め
と
す
る
証
券
取
引
所
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
の
不
正
な
財
務
報
告
問
題
に
対
す
る
改
善

策
と
し
て
、
上
場
規
定
の
改
定
を
通
じ
て
、
監
査
委
員
会
の
機
能
お
よ
び
権
限
を
大
幅
に
拡
充
し
、
会
社
内
に
お
け
る
会
計
お
よ
び
監

査
の
主
た
る
監
視
機
構
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
中
で
、
企
業
改
革
法
で
は
、
強
制
法
規
と
し
て
、
監
査
委
員
会
の

役
割
な
い
し
機
能
の
い
っ
そ
う
の
強
化
に
向
け
て
の
後
ろ
盾
を
与
え
る
べ
く
、
各
証
券
取
引
所
に
共
通
の
基
盤
と
な
る
べ
き
最
低
限
の

監
査
委
員
会
規
定
を
設
け
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
（
６０
）

る
。

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
上
場
規
則
案
で
は
、
監
査
委
員
会
の
目
的
を
具
体
化
し
、
こ
れ
に
よ
り
財
務
報
告
の
正
確
性
の
み
な
ら
ず
、
法
令
遵
守
体

制
の
構
築
・
維
持
も
監
査
委
員
会
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な（
６１
）

る
。
具
体
的
な
監
査
委
員
会
の
権
限
と
し
て
最
低
限
次
、
委

員
会
規
約
に
明
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
と
し
て
、
�
監
査
・
非
監
査
業
務
を
問
わ
ず
独
立
監
査
人
と
の
間
で
行
う
契
約

の
締
結
・
解
除
、
�
監
査
手
続
・
内
容
の
両
面
に
わ
た
る
報
告
を
独
立
監
査
人
か
ら
受
け
て
、
監
査
の
質
の
維
持
に
問
題
が
な
い
か
ど

う
か
検
討
す
る
こ
と
、
�
監
査
終
了
後
、
会
社
の
財
務
報
告
書
に
関
し
て
経
営
陣
と
独
立
監
査
人
を
交
え
て
議
論
を
行
う
ほ
か
、
�
ア
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ナ
リ
ス
ト
や
格
付
機
関
に
提
供
し
た
情
報
や
、
収
益
に
関
す
る
報
道
発
表
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
、
�
そ
の
際
、
必
要
で
あ
れ

ば
外
部
の
専
門
家
へ
委
嘱
す
る
こ
と
（
取
締
役
会
の
承
認
は
不
要
）、
�
経
営
陣
に
よ
る
リ
ス
ク
評
価
が
適
切
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ

と
、
�
四
半
期
に
一
度
、
経
営
陣
、
内
部
監
査
人
（
ま
た
は
内
部
監
査
部
門
の
責
任
者
）、
独
立
監
査
人
と
格
別
に
面
談
を
行
う
こ
と
、

�
監
査
活
動
や
こ
れ
を
め
ぐ
る
経
営
陣
の
対
応
に
問
題
が
な
い
か
ど
う
か
独
立
監
査
人
と
共
同
で
検
討
す
る
こ
と
、
�
独
立
監
査
人
の

現
従
業
員
及
び
元
従
業
員
を
会
社
が
雇
用
す
る
際
の
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
�
取
締
役
会
の
定
期
的
な
報
告
を
受
け
る
こ
と
な
ど

で
あ
る
。

２
、
指
名
委
員
会

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
現
行
規
則
で
は
指
名
委
員
会
の
設
置
が
強
制
さ
れ
て
い
な
い
が
、
新
上
場
新
基
準
案
で
は
、
社
外
取
締
役
の
み
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
指
名
委
員
会
が
強
制
さ
れ
る
。
指
名
委
員
会
は
取
締
役
候
補
の
選
定
・
推
薦
と
そ
の
た
め
の
規
則
制
定
を
主
た
る
任
務
と

す
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
に
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
・
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
、
そ
の
採
用
を

会
社
に
勧
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
限
は
指
名
委
員
会
だ
け
が
有
し
、
委
員
会
規
約
の
中
に
明
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
�
取
締
役
の
選
任
要
件
（
人
数
・
任
期
・

適
格
等
）
�
取
締
役
の
義
務
（
議
事
に
際
し
て
の
注
意
事
項
や
準
備
等
具
体
的
な
も
の
）、
	
経
営
陣
と
の
接
触
、
外
部
顧
問
の
利
用

に
関
す
る
取
締
役
の
権
限
、


取
締
役
の
報
酬
（
報
酬
形
態
と
総
額
に
関
す
る
一
般
原
則
等
）、
�
取
締
役
の
新
人
研
修
と
継
続
教
育
、

�
経
営
陣
の
交
替
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
人
選
や
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
事
故
が
あ
っ
た
と
き
の
取
り
扱
い
等
）、
�
取
締
役
会
に
よ
る
年
度
ご
と
の
自
己

評
価
等
で
あ
（
６２
）

る
。

３
、
報
酬
委
員
会

報
酬
委
員
会
も
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
現
行
規
則
で
は
設
置
の
義
務
付
け
は
な
い
が
、
新
し
い
基
準
案
で
は
社
外
取
締
役
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
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れ
る
報
酬
委
員
会
の
設
置
が
強
制
さ
れ
る
。
報
酬
委
員
会
は
、
業
績
に
照
ら
し
て
取
締
役
・
幹
部
役
員
の
報
酬
を
査
定
し
、
法
令
・
規

則
に
適
合
す
る
年
次
報
告
書
を
作
成
し
て
委
任
状
説
明
書
に
添
付
す
る
。
報
酬
査
定
を
外
部
に
依
頼
す
る
と
き
、
交
渉
・
決
定
権
限
の

一
切
は
報
酬
委
員
会
が
持
つ
。
こ
れ
ら
の
事
項
は
委
員
会
規
約
に
明
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
基
準
で
は
、
監
査
委
員
会
構
成

員
が
上
場
会
社
か
ら
受
け
る
報
酬
は
、
取
締
役
と
し
て
受
け
る
報
酬
に
限
ら
れ
る
。
な
お
、
株
式
付
与
型
の
ほ
ぼ
全
て
の
報
酬
プ
ラ
ン

に
関
し
て
株
主
総
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ（
６３
）

た
。

三

中
国
法
へ
の
示
唆

以
上
、
米
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
制
度
の
実
証
研
究
の
成
果
、
独
立
性
の
問
題
、
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
次

に
、
中
国
の
社
外
取
締
役
制
度
に
関
す
る
今
後
の
立
法
政
策
と
の
関
連
で
、
い
か
な
る
示
唆
を
汲
み
取
れ
る
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

（
一
）

独
立
性
に
つ
い
て

米
国
で
の
独
立
性
に
関
す
る
議
論
は
、
ま
ず
、
中
国
で
実
務
レ
ベ
ル
で
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
制
定
す
る
際
に
、
社
外
取
締
役
の
独

立
性
確
保
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
内
容
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
言
え
る
。
中
国
で
の
現
在
の

規
定
を
み
る
と
、
社
外
取
締
役
の
概
念
に
つ
い
て
、
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
の
「
意
見
」
で
は
、
会
社
で
取
締
役
以
外
の
職
務
に

従
事
し
な
い
者
で
、
か
つ
会
社
及
び
主
要
株
主
と
の
間
に
お
い
て
独
立
し
た
客
観
的
な
判
断
を
な
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
恐
れ
の
な
い

取
締
役
で
あ
る
と
規
定
す
る
（「
意
見
」
二
条
�
項
）。
更
に
、
社
外
取
締
役
の
適
格
要
件
と
し
て
、「
意
見
」
で
要
求
す
る
独
立
性
の

あ
る
者
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
以
下
の
者
が
排
除
さ
れ
る
。
�
上
場
会
社
ま
た
は
そ
の
付
属
会
社
に
就
任
し
て
い
る
者
と
そ
の
直
系
親

族
お
よ
び
主
な
社
会
関
係
の
あ
る
者
、
�
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
上
場
会
社
発
行
済
株
式
の
一
％
以
上
の
株
式
を
持
つ
者
、
ま
た
は

上
場
会
社
で
所
有
し
て
い
る
株
式
数
が
も
っ
と
も
多
い
順
で
一
〇
人
ま
で
の
自
然
人
株
主
及
び
そ
の
直
系
親
族
、
�
直
接
ま
た
は
間
接
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的
に
上
場
会
社
発
行
済
み
株
式
の
五
％
以
上
を
持
つ
団
体
、
ま
た
は
所
有
し
て
い
る
株
式
数
が
最
も
多
い
五
つ
の
団
体
で
職
を
持
つ
者
、

及
び
そ
の
直
系
親
族
、
�
最
近
一
年
以
内
に
前
項
に
挙
げ
る
状
況
に
あ
っ
た
者
、
�
上
場
会
社
ま
た
は
そ
の
付
属
企
業
に
財
務
、
法
律
、

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
、
�
会
社
定
款
に
定
め
た
そ
の
他
の
者
、
�
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
に
よ
り

認
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
者
、
で
あ
る
（「
意
見
」
三
条
）。
こ
れ
ら
の
規
定
と
米
国
で
の
独
立
性
に
関
す
る
議
論
と
制
度
を
比
較
し
て
み

れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
独
立
性
に
関
す
る
規
制
は
家
族
関
係
、
主
要
株
主
、
法
律
等
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
者
だ
け
に
限
定

さ
れ
て
い
る
が
、
会
社
と
の
間
に
財
務
・
法
律
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
等
以
外
の
重
要
な
取
引
関
係
を
有
す
る
場
合
、
役
員
の
持
合
関

係
の
場
合
等
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
付
属
企
業
と
は
ど
の
よ
う
な
企
業
が
含
ま
れ
る
か
不
明
で
あ
る
。
社

外
取
締
役
の
候
補
者
、
ま
た
候
補
者
と
し
て
指
名
さ
れ
た
社
外
取
締
役
の
独
立
性
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
り
証

券
監
督
管
理
委
員
会
に
送
付
し
、同
委
員
会
に
よ
り
一
五
日
以
内
に
就
任
資
格
及
び
独
立
性
に
つ
い
て
審
査
す
る
と
規
定
す
る
が
、個
々

の
会
社
の
社
外
取
締
役
の
独
立
性
要
件
に
つ
い
て
証
券
監
督
管
理
委
員
会
の
認
定
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
は
実
務
的
に
困
難
を
生
じ
さ

せ
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
、
会
社
か
ら
ど
れ
だ
け
正
確
な
情
報
を
送
付
す
る
か
も
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
新
上
場
規
則
案

で
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
独
立
性
に
関
し
て
取
締
役
会
の
判
断
責
任
を
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
す
る
な
ど
、
上
場
規
則
に
お
い
て
更
に

詳
し
い
規
定
を
置
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
上
述
し
た
と
お
り
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ
や
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
及
び
機
関
投
資
家
協
議
会
で
は
役

員
の
持
ち
合
い
関
係
を
禁
止
し
て
お
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
や
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ
で
は
個
人
的
な
関
係
を
重
視
し
た
規
定
を
設

け
る
ほ
か
、
重
要
な
取
引
関
係
に
つ
い
て
も
規
定
を
設
け
て
お
り
、
社
外
取
締
役
の
独
立
性
に
関
す
る
要
件
を
よ
り
具
体
化
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
独
立
性
に
関
し
て
は
、
上
場
規
則
の
今
後
の
改
善
策
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
導
入
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
現
在
、
社

外
取
締
役
の
利
害
関
係
及
び
親
族
関
係
の
制
限
規
定
と
し
て
過
去
一
年
以
内
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
社
外
取
締
役
の
独
立
性
の
確

保
と
し
て
は
、
期
間
が
あ
ま
り
に
短
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
米
国
で
は
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ
お
よ
び
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
規
定
よ
り
三
年
間
と
し
て
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い
る
が
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
規
則
案
で
は
更
に
五
年
に
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
な
ど
、
独
立
性
確
保
の
た
め
に
必
要
な
年
数
を
延
長
し
て
い
る

傾
向
に
あ
り
、
中
国
で
も
少
な
く
と
も
三
年
間
の
冷
却
期
間
を
設
け
る
べ
き
で
あ
り
、
役
員
の
持
ち
合
い
関
係
の
制
限
も
加
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
一
方
、
上
述
の
よ
う
に
米
国
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
案
に
よ
る
と
、
対
象
会
社
と
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
関
係
以
外
の
一
般
の
商
取

引
関
係
し
か
有
し
な
い
会
社
や
、
対
象
会
社
と
の
間
で
役
員
の
持
ち
合
い
を
行
っ
て
い
る
会
社
か
ら
迎
え
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
す
べ
て
を
社
外
取
締
役
の
資
格
要
件
か
ら
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
後
の
動
向
に
更
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
議
論
と
制
度
を
参
考
し
な
が
ら
、
中
国
で
も
社
外
取
締
役
の
独
立
性
に
関
す
る
要
件
を
強
化
す
る
方
向
で
上
場
規
則
の
改
善

策
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
報
酬
と
独
立
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
米
国
の
企
業
改
革
法
に
倣
い
、
社
外
取
締
役
と
し
て

の
報
酬
以
外
に
は
直
接
・
間
接
を
問
わ
ず
受
領
し
て
は
い
け
な
い
旨
の
規
定
、
報
酬
金
額
の
上
限
を
決
め
る
規
定
な
ど
も
考
え
る
余
地

が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
資
格
要
件
だ
け
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
社
外
取
締
役
の
選
任
過
程
で
の
経
営
陣
か
ら
の
影
響
を
排
除
す
る
た

め
、
独
立
し
た
社
外
取
締
役
で
構
成
さ
れ
る
指
名
委
員
会
に
よ
る
選
任
手
続
き
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
上
場
基
準
案

の
よ
う
な
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
る
定
期
的
な
会
合
等
も
独
立
性
の
確
保
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
経
営
担
当

で
な
い
取
締
役
相
互
の
意
思
疎
通
が
図
れ
る
と
と
も
に
、
経
営
陣
の
意
向
に
左
右
さ
れ
な
い
意
思
形
成
が
期
待
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の

会
議
の
議
長
は
社
外
取
締
役
が
選
任
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
二
）

委
員
会
の
権
限
強
化

中
国
で
の
「
意
見
」
で
は
、
全
て
の
上
場
会
社
は
取
締
役
会
に
最
低
三
分
の
一
以
上
の
社
外
取
締
役
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

規
定
し
て
い
る
が
、
取
締
役
会
の
下
に
、
報
酬
、
監
査
、
指
名
等
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
は
強
制
さ
れ
て
い
な
い
（「
意
見
」
一
条

�
項
）。
た
だ
し
、
会
社
が
委
員
会
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
社
外
取
締
役
は
委
員
会
の
過
半
数
を
占
め
る
べ
き
と
し
て
い
る（「
意
見
」

五
条
六
項
の
四
）。
更
に
、「
原
則
」
で
も
、
上
場
会
社
は
取
締
役
内
部
に
戦
略
、
監
査
、
指
名
、
報
酬
・
審
査
等
の
専
門
委
員
会
を
設
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置
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
場
合
に
は
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占
め
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
（「
原
則
」
五
二
条
）。

し
か
し
、
委
員
会
を
設
置
し
な
い
会
社
で
は
、
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会
の
過
半
数
で
な
い
た
め
、
企
業
の
経
営
監
督
活
動
に
積
極
的

に
関
与
で
き
ず
、
今
ま
で
と
お
り
の
内
部
者
支
配
の
取
締
役
会
の
運
営
に
た
だ
参
加
す
る
だ
け
と
な
り
、
せ
っ
か
く
社
外
取
締
役
の
制

度
導
入
に
踏
み
切
っ
た
と
し
て
も
、
期
待
と
お
り
の
効
果
が
得
ら
れ
な
い
可
能
性
が
大
き
い
。
現
在
の
規
定
の
下
で
は
、
各
委
員
会
の

権
限
と
し
て
は
調
査
、
研
究
、
提
案
等
、
取
締
役
会
で
の
意
見
陳
述
権
や
提
案
権
が
殆
ど
で
あ
る
上
（
原
則
第
五
八
条
）、
取
締
役
会

で
の
社
外
取
締
役
の
過
半
数
の
比
率
も
要
求
し
て
お
ら
ず
、
社
外
取
締
役
は
た
だ
顧
問
的
存
在
に
陥
る
恐
れ
が
あ（
６４
）

る
。

米
国
の
展
開
を
み
て
分
か
る
よ
う
に
、
社
外
取
締
役
は
そ
の
内
部
委
員
会
の
運
営
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
周
期
的

に
発
生
す
る
重
要
な
事
項
や
集
中
的
に
検
討
が
必
要
な
事
案
は
多
く
の
権
限
を
持
つ
内
部
委
員
会
を
通
じ
て
運
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

業
務
遂
行
の
専
門
性
と
効
率
性
を
高
め
て
い
る
。
現
在
、
中
国
の
上
場
会
社
は
、
少
人
数
の
社
外
取
締
役
を
取
り
入
れ
た
取
締
役
会
と

従
来
の
監
査
役
会
が
並
存
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
社
外
取
締
役
に
よ
る
効
果
的
な
機
能
を
期
待
す
る
に
は
疑

問
が
あ
り
、
徹
底
し
た
改
革
と
は
言
い
難
い
。
中
国
で
は
会
社
法
上
、「
経
理
」
と
い
う
米
国
の
執
行
役
員
に
類
似
す
る
制
度
を
設
け

て
い
る
の
で
、
業
務
の
執
行
と
監
督
を
分
離
し
た
、
い
わ
ゆ
る
米
国
型
の
取
締
役
会
へ
と
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
社
外

取
締
役
を
中
心
と
し
た
改
革
を
目
指
す
な
ら
ば
、
最
終
的
に
は
委
員
会
設
置
型
の
取
締
役
会
の
改
革
を
進
め
、
そ
の
場
合
に
は
監
査
委

員
会
と
監
査
役
会
が
重
複
的
な
構
造
と
な
る
た
め
、
監
査
役
会
制
度
を
廃
止
し
、
米
国
の
よ
う
な
一
元
制
の
企
業
統
治
へ
と
移
行
す
る

よ
う
な
、
よ
り
徹
底
し
た
改
革
案
が
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
時
期
尚
早
で
あ
り
、
ま
た
会
社
法
上
監

査
役
会
を
必
置
の
監
督
機
関
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
改
革
は
会
社
法
の
改
正
な
し
で
は
実
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。

社
外
取
締
役
導
入
が
ま
だ
初
期
段
階
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
現
段
階
で
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
改
革
案
と
し
て
は
、
上
場
規
則
の
改
正

に
よ
っ
て
米
国
型
に
近
い
委
員
会
設
置
の
取
締
役
会
の
運
営
を
上
場
会
社
が
選
択
す
る
と
い
う
改
善
策
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
米
国
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の
委
員
会
に
関
す
る
規
定
を
参
考
に
、
監
査
委
員
会
、
報
酬
委
員
会
、
指
名
委
員
会
の
職
務
権
限
や
機
能
に
つ
い
て
権
限
と
機
能
の
拡

大
に
向
け
て
、
よ
り
具
体
的
な
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
監
査
委
員
会
に
よ
る
外
部
監
査
人
の
選
任
や
解
任
に
つ
い

て
の
決
定
権
、
報
酬
委
員
会
に
よ
る
取
締
役
と
上
級
執
行
役
員
の
報
酬
の
決
定
権
、
指
名
委
員
会
に
よ
る
取
締
役
ま
た
は
上
級
執
行
役

員
の
選
任
に
関
す
る
議
案
の
決
定
権
な
ど
、
よ
り
実
質
的
な
権
限
を
与
え
る
。
更
に
、
各
委
員
会
の
規
約
の
中
に
規
定
す
べ
き
最
低
限

の
具
体
的
な
内
容
を
上
場
規
則
に
よ
っ
て
規
定
し
、
委
員
会
の
構
成
員
は
最
低
三
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
社
外
取

締
役
が
取
締
役
会
の
過
半
数
で
な
く
て
も
委
員
会
で
の
社
外
取
締
役
が
過
半
数
で
あ
る
た
め
、
よ
り
効
果
的
な
監
督
機
能
が
期
待
で
き

る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
社
外
取
締
役
が
そ
の
委
員
会
の
委
員
長
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
改
正
に
よ
り
、
米
国
型
の

委
員
会
設
置
の
取
締
役
会
の
運
営
が
可
能
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
監
査
役
会
は
法
定
さ
れ
た
最
低
人
数
の
三
人
で
構
成
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
監
査
委
員
会
と
協
力
し
て
違
法
性
の
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
委
員
会
を
設
置
し
な
い
会
社
は
従
来
の
ま
ま
、

少
人
数
の
社
外
取
締
役
を
含
む
取
締
役
会
と
監
査
役
会
が
並
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
務
上
、
委
員
会
設
置
型
会
社
と
の
制
度
間
競

争
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
将
来
的
に
は
、
監
査
役
会
を
廃
止
し
た
一
元
制
の
委
員
会
設
置
型
の
経
営
管
理
機

構
と
従
来
型
の
シ
ス
テ
ム
を
上
場
会
社
の
任
意
に
よ
り
選
択
可
能
と
す
る
会
社
法
の
改
正
が
考
え
ら
れ
（
６５
）

る
。

四

お
わ
り
に

も
っ
と
も
取
締
役
会
の
監
督
機
能
を
社
外
取
締
役
だ
け
に
期
待
す
る
の
で
は
十
分
な
機
構
と
は
言
え
な
い
。
会
社
の
経
営
陣
の
違
法

性
と
効
率
性
を
監
督
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
度
は
単
独
で
は
不
完
全
で
あ
る
の
で
、
種
々
の
監
督
制
度
の
仕
組
み
を
構
成
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
取
締
役
会
の
監
督
機
能
と
し
て
社
外
取
締
役
は
そ
の
一
つ
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
ろ（
６６
）

う
。
社
外
取
締
役
制
度
に
つ
い
て
は

懐
疑
的
な
見
解
も
あ
る
が
、
米
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
議
論
は
根
本
的
に
社
外
取
締
役
の
役
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割
に
収
束
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
社
外
取
締
役
が
十
分
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
更
に
、
社
外
取
締
役
の
選

任
手
続
、
責
任
と
義
務
、
情
報
接
近
権
、
報
酬
、
損
害
賠
償
責
任
な
ど
、
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
現
在
の「
意

見
」
や
「
原
則
」
は
法
律
で
も
行
政
法
規
で
も
な
い
「
部
門
規
則
」
で
あ
る
が
、
上
場
会
社
に
対
し
て
一
定
の
強
制
力
は
あ
る
も
の
の
、

法
的
基
盤
は
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
上
場
規
則
に
よ
る
規
制
の
限
界
と
し
て
、
仮
に
各
市
場
が
上
場
規
則
の
遵
守
を
強
制
し
よ

う
と
し
て
も
、
そ
の
手
段
は
、
違
反
会
社
の
証
券
を
上
場
廃
止
す
る
と
い
う
極
端
な
手
段
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に

関
す
る
規
範
を
定
め
る
に
際
し
上
場
規
則
の
み
を
利
用
す
る
こ
と
は
不
完
全
な
方
法
で
あ
る
と
い
わ
れ（
６７
）

る
。
上
場
規
則
に
よ
り
社
外
取

締
役
制
度
が
実
務
で
浸
透
し
た
と
き
に
は
、
実
に
会
社
法
や
証
券
法
に
よ
る
法
的
整
備
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
米
国
で
は
多
く
の
自
主
団

体
に
よ
り
模
範
規
約
等
が
制
定
さ
れ
、
実
務
で
の
運
営
が
成
熟
し
た
段
階
で
上
場
規
則
に
反
映
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
中
国
で
も
こ
れ

か
ら
実
務
上
、
全
国
取
締
役
協
会
や
社
外
取
締
役
協
会
等
、
自
主
団
体
に
よ
る
模
範
規
約
の
制
定
、
勧
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
や
会
社
定

款
で
の
自
治
規
定
を
大
い
に
期
待
し
た
い
。
支
配
株
主
と
し
て
国
有
株
が
依
然
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
中
国
の
株
式
会
社

で
、
こ
れ
か
ら
社
外
取
締
役
制
度
が
ど
の
よ
う
に
定
着
し
て
い
く
の
か
今
後
の
発
展
と
展
開
に
注
目
し
た
い
。

（
１
）

R
obert

W
.

H
am

ilton
,

R
obert

H
am

ilton
,

C
orporate

G
overn

an
ce

in
A

m
erica

1950
-2000

;
M

ajor
C

h
an

ges
B

u
t

U
n

certain
B

en
efits,T

h
e

Jou
rn

alofC
orporation

L
aw

,V
ol.25,N

o
2,349

(2000).

（
２
）

G
ilson

&
K

iaakm
an

,R
ein

ven
tin

g
th

e
O

u
tsid

e
D

irector.A
n

A
gen

d
a

for
In

stitu
tion

al
In

vestors,43
S

tan
.L

aw
.R

ev.

863,873
(1991).

（
３
）

H
am

ilton
,

su
pra

n
ote

1,
at

361.

ま
ず
、
時
間
的
制
約
に
つ
い
て
、
調
査
に
よ
る
と
、
公
開
会
社
の
取
締
役
会
は
平
均
し
て
一
年

に
八
回
開
催
さ
れ
、
外
部
取
締
役
は
平
均
一
年
に
会
議
へ
の
出
席
時
間
及
び
出
張
時
間
を
含
め
て
取
締
役
会
の
問
題
に
関
し
て
一
五
七
時
間

を
費
や
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。M

elvin
A

ron
E

isen
berg,

C
orporation

s
an

d
O

th
er

B
u

sin
ess

O
rgan

ization
s

C
ases

an
d
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M
aterials

(F
ou

n
dation

P
ress

E
igh

th
E

dition
-U

n
abridged

2000)at
203.

次
に
、
情
報
の
制
約
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
会
社
に
お

け
る
情
報
の
配
布
は
非
常
に
不
均
衡
で
あ
り
、
役
員
は
一
般
的
に
取
締
役
会
よ
り
も
多
く
の
情
報
を
持
つ
ば
か
り
で
な
く
、
取
締
役
会
に
対

す
る
情
報
提
供
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
取
締
役
会
が
入
手
す
る
情
報
を
役
員
が
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
役
員
は
そ
れ
に

基
づ
い
て
取
締
役
会
が
行
う
意
思
決
定
を
執
行
す
る
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。see

Id
,

at
203.

ま
た
社
外
取
締
役
は
そ
の
会
社
と
経
済
的

に
結
び
つ
き
、
ま
た
最
高
経
営
者
に
対
し
て
親
交
や
仲
間
意
識
を
持
つ
こ
と
に
な
る
傾
向
に
あ
る
。see

Id
,at

204.

（
４
）

B
ru

dn
ey,T

h
e

In
d

epen
d

en
tD

irector-H
eaven

ly
C

ity
or

P
otem

kin
V

illage,H
arvard

L
aw

R
eview

,vol.95,597
(1982).

（
５
）

拙
稿
「
中
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
制
度
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
第
五
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
）
二
八
五
頁
。

（
６
）

米
国
で
は
社
外
取
締
役
（ou

tside
director

）
よ
り
も
独
立
取
締
役
（in

depen
den

t
director

）
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

（
７
）

大
規
模
公
開
会
社
に
お
い
て
、
取
締
役
は
役
員
を
兼
任
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
社
内
取
締
役
と
役
員
を
兼
任
し
な
い
非
常
勤

の
社
外
取
締
役
に
分
類
さ
れ
る
。
社
内
取
締
役
と
は
、
当
該
企
業
と
の
間
で
雇
用
関
係
が
あ
る
取
締
役
を
い
う
。
関
連
取
締
役
と
は
、
当
該

企
業
と
の
間
で
雇
用
関
係
以
外
の
何
ら
か
の
利
害
関
係
が
あ
る
取
締
役
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、
当
該
企
業
の
前
従
業
員
、
顧
問
弁
護
士
・

投
資
銀
行
員
な
ど
企
業
の
専
門
的
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
的
な
立
場
に
あ
る
者
、
現
経
営
陣
の
親
族
等
で
あ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
は
、
独
立
し
た

社
外
取
締
役
と
関
連
取
締
役
を
併
せ
た
も
の
は
外
部
の
取
締
役
と
の
意
味
で
社
外
取
締
役
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

（
８
）

R
oberta

K
arm

el,
T

h
e

F
u

tu
re

of
C

orporate
G

overn
an

ce
L

istin
g

R
equ

irem
en

ts,
54

S
M

U
L

aw
.

R
ev.

325,326-36

(2001).

（
９
）

T
h

e
A

m
erican

L
aw

In
stitu

te
(A

L
I),

P
rin

ciples
of

C
orporate

G
overn

an
ce

:
A

n
alysis

an
d

R
ecom

m
en

dation
s,

S
t.

P
au

l,M
in

n
.A

m
erican

L
aw

In
stitu

te
P

u
blish

ers
(1994).

（
１０
）

太
田
洋
・
佐
藤
支
文
「
米
企
業
改
革
法
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
・
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ｑ
新
規
則
案
の
概
要
」（
上
）（
中
）（
下
）
商
事
法
務
一
六
三
九
号
、

一
六
四
〇
号
、
一
六
四
一
号
。

（
１１
）

前
出
注
（
１０
）
参
照
、
河
村
賢
治
「
米
国
に
お
け
る
企
業
統
治
改
革
の
最
新
動
向
」
商
事
法
務
一
六
三
六
号
（
二
〇
〇
二
）
五
〇
頁
。

（
１２
）

L
au

ra
L

in
,T

h
e

E
ffectiven

ess
of

O
u

tsid
e

D
irectors

as
a

C
orporate

G
overn

an
ce

M
ech

an
ism

T
h

eory
an

d
E

vid
en

ce,

N
orth

w
estern

U
n

iv.L
aw

.R
ev.V

ol90,N
o

3.898,901
(1996).

（
１３
）

E
F

arm
a

&
M

Jen
sen

,S
eparation

ofO
w

n
ersh

ip
an

d
C

on
trol,26

Jou
rn

alofL
aw

an
d

E
con

om
ics,315

(1983).
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（
１４
）

こ
れ
をrepu

tation
capitalth

eory

と
呼
ん
で
い
る
。

（
１５
）

D
on

ald
E

P
ease,O

u
tsid

e
D

irectors
T

h
eir

Im
portan

ce
to

th
e

C
orporation

an
d

P
rotection

F
rom

L
iability,12

D
elJ.

C
orp.L

aw
.25.33

(1987).
（
１６
）

な
お
、
こ
こ
で
い
う
社
外
取
締
役
は
論
者
に
よ
っ
て
は
社
外
性
だ
け
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
独
立
し
た
社
外
取
締

役
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
お
く
。

（
１７
）

B
en

jam
in

E
.

H
erm

alin
=

M
ich

ael
S

.
W

eisbach
,

T
h

e
D

eterm
in

an
ts

of
B

oard
C

om
position

,
19

R
an

d
J.

E
con

.

591.605
(1988).

（
１８
）

Id
.at

589.

（
１９
）

S
tu

art
R

osen
stein

=
Jeffrey

G
.

W
yatt,

O
u

tsid
e

D
irectors,

B
oard

In
d

epen
d

en
ce,

an
d

S
h

areh
old

er
W

ealth
,

26
J.

F
in

.E
con

.175
(1990).

（
２０
）

Id.at
184-190.

（
２１
）

B
arry

D
.B

aysin
ger

=
h

en
ry

N
.B

u
tler,C

orporate
G

overn
an

ce
an

d
th

e
B

oard
ofD

irectors
:

P
erform

an
ce

E
ffects

of

C
h

an
ges

in
B

oard
C

om
position

,1
J

.L
,E

con
&

O
rg

101,117
(1985).

（
２２
）

Id
.at

120.

（
２３
）

B
arry

D
.B

arsin
ger

=
H

en
ry

N
.B

u
tler,R

evolu
tion

V
ersu

s
E

volu
tion

in
C

orporation
L

aw
:

T
h

e
A

L
I’s

P
roject

an
d

th
e

In
d

epen
d

en
t,52

G
eo.W

ash
.L

aw
.R

ev.575
(1984).

（
２４
）

P
au

l
W

.
M

acA
voy

=
S

cott
C

an
tor

=
Jim

D
an

a
=

S
arah

P
eck,

A
lI

P
roposal

for
In

creased
C

on
trol

of
th

e

C
orporation

by
th

e
B

oard
of

D
irectors

:
A

n
E

con
om

ic
A

n
alysis,

in
S

tatem
en

t
of

th
e

B
u

sin
ess

R
ou

n
dtable

on
th

e

A
m

erican
L

aw
In

stitu
te’s

P
roposed

P
rin

ciples
of

C
orporate

G
overn

an
ce

an
d

S
tru

ctu
re

:
R

estatem
en

t
an

d

R
ecom

m
en

dation
s

(B
u

sin
ess

R
ou

n
dtable,1983).

（
２５
）

田
邊
光
政「
米
国
に
お
け
る
企
業
統
治
の
変
革
」（
下
）金
融
法
務
事
情
一
六
七
六
号（
二
〇
〇
三
）五
一
頁
。S

an
jaiB

h
agat

=
B

ern
ark

B
lack,T

h
e

N
on

C
orrelation

B
etw

een
B

oard
In

d
epen

d
en

ce
an

d
L

on
g-T

erm
F

irm
P

erform
an

ce,W
in

ter.T
h

e
Jou

rn
alof

C
orporation

L
aw

.234
(2002).
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（
２６
）

M
ich

aelS
.W

eisbach
,O

u
tsid

e
D

irectors
an

d
C

E
O

T
u

rn
over,20

J.F
in

.E
con

.440-442,444-447
(1988).

（
２７
）

Id
,at

457-458.
（
２８
）

S
u

pra
n

ote
26

at
234.

（
２９
）

H
am

id
M

eh
aran

,E
xecu

tive
C

om
pen

sation
S

tru
ctu

re,O
w

n
ersh

ip,an
d

F
irm

P
erform

an
ce,38

J.F
in

.E
con

.172-173

(1995).

（
３０
）

Id
,at

174.

（
３１
）

武
井
一
浩
「
米
国
型
取
締
役
会
の
実
態
と
日
本
へ
の
導
入
上
の
問
題
�
」
商
事
法
務
一
五
〇
九
号
（
一
九
九
八
）
二
一
頁
。

（
３２
）

Jam
es

A
.

B
rickley

=
Jam

es
M

.
C

h
ristoph

er,
T

h
e

T
akeover

M
arket,

C
orporate

B
oard

C
om

position
,

an
d

O
w

n
ersh

ip
S

tru
ctu

re
:

T
h

e
C

ase
ofB

an
kin

g
,30

J.L
,E

con
.161,163.176-179

(1987).

（
３３
）

Id
,at

164.

（
３４
）

Joh
n

W
.B

yrd
=

K
en

t
A

.H
ickm

an
,D

o
ou

tsid
e

D
irectors

M
on

itor
M

an
agers?

E
vid

en
ce

from
T

en
d

er
O

ffer
B

id
s,32

J.F
in

.E
con

.207
(1992).

類
似
の
結
果
と
し
て
、Jam

es
A

.B
rickley

=
Jeffrey

L
.C

oles
=

R
ory

L
.O

u
tsid

e
D

irectors
an

d
th

e

A
d

option
ofP

oison
P

ill,35,J.L
,E

con
.388-389

(1994)

参
照
。

（
３５
）

Jam
es

A
.

B
rickley/Jeffrey

L
.

C
oles/R

ory
L

.
T

erry,
O

u
tsid

e
D

irectors
an

d
th

e
A

d
option

of
P

oison
P

ill,
35

J.L
.

&

E
con

.386-389
(1994).

（
３６
）

R
ita

D
.

K
osn

ik,
G

reen
m

ail:
A

S
tu

d
y

of
B

oard
P

erform
an

ce
in

C
orporate

G
overn

an
ce,

32
A

dm
in

.
S

ci.
Q

.
179

(1997).

（
３７
）

K
esn

er
=

R
oy

B
.

Joh
n

son
,

A
n

In
vestigation

of
th

e
R

elation
sh

ip
betw

een
B

oard
C

om
position

an
d

S
tockh

old
er

S
u

its,11
S

trategic
M

gm
t.J.333-334

(1990).

（
３８
）

R
oberta

R
om

an
o,

T
h

e
S

h
areh

old
er

S
u

it;
L

itigation
W

ith
ou

t
F

ou
n

d
ation

?,
F

ou
n

dation
s

of
C

orporate
L

aw
.178

(1993).

（
３９
）

取
締
役
会
の
構
成
と
経
営
成
果
間
の
相
反
す
る
結
果
を
要
約
し
た
も
の
と
し
て
、Idalen

e
F

.
K

esn
er

=
R

oy
B

.
Joh

n
son

,
A

n

In
vestigation

of
th

e
R

elation
sh

ip
betw

een
B

oard
C

om
position

an
d

S
tockh

old
er

S
u

its,
11

S
trategic

M
gm

t.
J.

329
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(1990).
su

pra
n

ote
at

20.

取
締
役
会
の
構
成
と
経
営
成
果
の
否
定
的
な
関
係
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
、Jam

es
D

.
C

ox,
T

h
e

A
L

I,

In
stitu

tion
alization

,
an

d
D

isclosu
re

:
T

h
e

Q
u

est
form

th
e

O
u

tsid
e

D
irector’s

S
pin

e,
61

G
E

O
.

W
ash

.L
aw

.R
ev.

1239-

1240
(1993).

（
４０
）

R
obert

A
.

G
.

M
on

ks
=

N
ell

M
in

ow
,

W
atch

in
g

th
e

W
atch

ers
:

C
orporate

G
overn

an
ce

for
th

e
21

st
C

en
tu

ry,
195

(1996).

（
４１
）

田
邊
光
政
「
米
国
に
お
け
る
企
業
統
治
の
変
革
（
下
）」
金
融
法
務
事
情
一
六
七
六
号
（
二
〇
〇
三
）
五
一
頁
。R

obert
H

am
ilton

,

C
orporate

G
overn

an
ce

in
A

m
erica

1950
-2000

;
M

ajor
C

h
an

ges
B

u
t

U
n

certain
B

en
efits,

th
e

Jou
rn

al
of

C
orporation

L
aw

,V
ol.25

N
o.2

366
(2000).

（
４２
）

Id
,at

365.

（
４３
）

日
本
で
行
わ
れ
た
あ
る
実
証
分
析
に
よ
る
と
、
社
外
の
人
材
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
会
社
の
業
績
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
。
大
柳
康

司
・
関
口
了
祐
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
企
業
業
績
と
の
関
係
」
商
事
法
務
一
五
九
四
号
（
二
〇
〇
一
）
一
五
頁
。

（
４４
）

T
h

e
A

m
erican

L
aw

In
stitu

te
(A

L
I),

P
rin

ciples
of

C
orporate

G
overn

an
ce

:
A

n
alysis

an
d

R
ecom

m
en

dation
s,

S
t.

P
au

l,M
in

n
.A

m
erican

L
aw

In
stitu

te.P
u

blish
ers

(1994)§
1.23

(25-29).

（
４５
）

L
ew

is
D

.
S

olom
on

=
D

on
ald

E
.

S
ch

w
artz

=
Jeffery

D
.

B
au

m
an

=
E

lliott
J.

W
eiss,

C
orporation

s
L

aw
an

d
P

olicy

M
aterials

an
d

P
roblem

,W
est

G
rou

p
fou

rth
E

dition
.637

(1998).

（
４６
）

T
h

e
B

u
sin

ess
R

ou
n

dtable,
statem

ent
on

C
orporate

G
overn

an
ce,

10-11
(1997)

(h
ttp

://w
w

w
.brtable.org/pdf/11.

pdf)

、
松
浦
寛
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
社
外
取
締
役
制
度
」
法
律
論
叢
第
七
四
巻
（
二
〇
〇
二
）
二
九
七
頁
。

（
４７
）

su
pra

n
ote

44
at

637.

（
４８
）

太
田
洋
・
佐
藤
支
文
「
米
企
業
改
革
法
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
・
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ｑ
新
規
則
案
の
概
要
」（
中
）
商
事
法
務
一
六
四
〇
号
（
二
〇
〇
二
）

三
八
頁
。

（
４９
）

前
出
注
（
４８
）
四
三
頁
。

（
５０
）

太
田
洋
「
米
企
業
改
革
法
を
巡
る
最
新
動
向
及
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て
」
監
査
役
四
七
一
号
（
二
〇
〇
三
）
七
頁
。

（
５１
）

前
出
注
（
４９
）
八
、
九
頁
参
照
。

論 説
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（
５２
）

前
出
注
（
４８
）
一
六
頁
。

（
５３
）

M
elvin

A
.E

isen
berg.C

orporate
G

overn
an

ce
:

T
h

e
B

oard
ofD

irectors
an

d
In

tern
alC

on
trol,19

C
ardozo

L
aw

.R
ev.

237
(1997).

（
５４
）

Id
,at

237-240.

（
５５
）

R
ev.M

odelB
u

s.C
orp.A

ct.§
8.25

(a).

（
５６
）

州
会
社
法
か
ら
はC

on
n

ecticu
t

州
の
み
監
査
委
員
会
の
設
置
が
強
制
さ
れ
て
い
る
。

（
５７
）

A
m

erican
L

aw
In

stitu
te,

P
rin

ciples
of

C
orporate

govern
an

ce
:

A
n

alysis
an

d
R

ecom
m

en
dation

s§
3.02(b)

(1994)

[h
erein

after
A

L
I,C

orporate
G

overn
an

ce].

（
５８
）

中
田
直
筏
「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
の
正
確
性
の
確
保
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」（
上
）
商
事
法
務
一
六
一
九
号
（
二
〇
〇
二
）

一
八
頁
、K

orn
/F

erry,in
tern

ation
al,26

th
A

n
n

u
alS

u
rvey

ofD
irectors

S
tu

dy
10

(1999).

（
５９
）

前
出
注
（
５８
）
参
照
。

（
６０
）

八
田
進
二
・
町
田
祥
弘
「
米
国
企
業
改
革
法
に
み
る
監
査
委
員
会
制
度
の
将
来
像
」
監
査
役
四
六
四
号
（
二
〇
〇
二
）
一
〇
、
一
一
頁
。

（
６１
）

T
h

e
N

ew
Y

ork
S

tock
E

xch
an

ge,C
orporate

G
overn

an
ce

R
u

le
P

roposals
R

eflectin
g

R
ecom

m
en

dation
s

F
rom

T
h

e

N
Y

S
E

C
orporate

A
ccou

n
tability

an
d

L
istin

g
S

tan
dard

C
om

m
ittee

as
A

pproved
by

th
e

N
Y

S
E

B
oard

of
D

irectors

A
u

gu
st

1,
2002.

h
ttp

://w
w

w
.n

yse.com
/pdfs/corp_gov_pro_b.pdf

酒
井
太
郎
「
法
令
遵
守
体
制
の
整
備
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
」（
下
）
監
査
役
四
六
四
号
（
二
〇
〇
二
）
一
六
―
一
八
頁
。

（
６２
）

酒
井
太
郎
、
前
出
注
（
６１
）
参
照
。

（
６３
）

前
出
注
（
６０
）
参
照
。

（
６４
）

拙
稿

前
出
注
（
５
）
参
照
、
四
八
六
頁
以
下
。

（
６５
）

日
本
で
は
平
成
一
四
年
の
改
正
商
法
に
よ
り
、
大
会
社
は
委
員
会
等
設
置
会
社
と
従
来
型
の
監
査
役
設
置
会
社
の
い
ず
れ
か
の
経
営
管

理
機
構
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
６６
）

松
浦
寛
、
前
出
注
（
４６
）
二
九
八
頁
。

（
６７
）

中
田
直
筏
、
前
出
注
（
５８
）
二
六
頁
。

米国における社外取締役制度と中国法への示唆
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